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(57)【要約】
【課題】容易に接続可能であるとともに簡易な構成の移
動式の設備機器を有する設備機器ユニット及び給排水方
法を提供する。
【解決手段】給排水設備ユニット１は、第一給水管１１
０及び第一排水管１３０を有するとともに、建築物１０
０に固定された固定側衛生設備機器１０１と、外部に向
かって開口可能な第二給水管及び第二排水管を有すると
ともに、移動可能とされた移動側衛生設備機器２０１と
、前記第一給水管１１０から分岐され、前記第二給水管
に着脱可能に構成された給水側接続部２０と、前記第一
排水管１３０から分岐され、前記第二排水管に着脱可能
に構成された排水側接続部３０と、を備えることを特徴
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一給水管及び第一排水管を有するとともに、建築物に固定された固定側衛生設備機器
と、
　外部に向かって開口可能な第二給水管及び第二排水管を有するとともに、移動可能とさ
れた移動側衛生設備機器と、
　前記第一給水管から分岐され、前記第二給水管に着脱可能に構成された給水側接続部と
、
　前記第一排水管から分岐され、前記第二排水管に着脱可能に構成された排水側接続部と
、を備えることを特徴とする給排水設備ユニット。
【請求項２】
　前記給水側接続部及び前記排水側接続部は、それぞれ可撓性の管状部材で構成された給
水側管状部及び排水側管状部を有し、
　前記給水側管状部及び前記排水側管状部がそれぞれ前記第二給水管及び前記第二排水管
に接続されていない状態で、前記給水側管状部及び前記排水側管状部の少なくとも一部は
前記固定側衛生設備機器内に収容され、
　前記給水側管状部及び前記排水側管状部がそれぞれ前記第二給水管及び前記第二排水管
に接続された状態で、前記固定側衛生設備機器内に収容された前記給水側管状部及び前記
排水側管状部が前記固定側衛生設備機器内から引き出されていることを特徴とする請求項
１に記載の給排水設備ユニット。
【請求項３】
　前記給水側接続部は、前記第一給水管から分岐した分岐給水管と、該分岐給水管の先端
に設けられた給水側接続口と、を有し、
　前記排水側接続部は、前記第一排水管から分岐した分岐排水管と、該分岐排水管の先端
に設けられた排水側接続口と、を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の給排水設備ユニット。
【請求項４】
　前記給水側接続口の形状と前記排水側接続口の形状とが、相違していることを特徴とす
る請求項３に記載の給排水設備ユニット。
【請求項５】
　前記第二給水管の前記外部に向かって開口する給水側接続口と、前記第二排水管の前記
外部に向かって開口する排水側接続口とは、所定距離離間して配置され、
　前記給水側接続口と前記排水側接続口との間を前記所定距離離間させるとともに、前記
給水側接続口および前記排水側接続口を一体的に連結するノズル連結体を備えていること
を特徴とする請求項３または４に記載の給排水設備ユニット。
【請求項６】
　前記分岐排水管には、ポンプが設けられていることを特徴とする請求項３から請求項５
のいずれか一項に記載の給排水設備ユニット。
移動側衛生設備機器
【請求項７】
　前記移動側衛生設備機器は、
　前記第二給水管に接続され、該第二給水管を流通する水を貯留可能な給水貯留部と、
　前記給水貯留部から供給された前記水を排水として貯留可能であって、前記第二排水管
に接続された排水貯留部と、を有することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか
一項に記載の給排水設備ユニット。
【請求項８】
　建築物に固定され、第一給水管及び第一排水管を有する固定側衛生設備機器と、
　移動可能とされ、外部に向かって開口可能な第二給水管及び第二排水管を有する移動側
衛生設備機器と、
　前記第一給水管から分岐され、前記第二給水管に着脱可能に構成された給水側接続部と
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、
　前記第一排水管から分岐され、前記第二排水管に着脱可能に構成された排水側接続部と
、を備え、
　前記給水側接続部及び前記排水側接続部は、それぞれ可撓性の管状部材で構成された給
水側管状部及び排水側管状部を有する給排水設備ユニットにおいて、前記固定側衛生設備
機器と前記移動側衛生設備機器との間で給排水を行う給排水方法であって、
　少なくとも一部が前記固定側衛生設備機器内に収容された前記給水側管状部及び前記排
水側管状部を、前記固定側衛生設備機器内から引き出して、それぞれ前記第二給水管及び
前記第二排水管に接続することを特徴とする給排水方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給排水設備ユニット及び給排水方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、所望の場所で給排水を利用できるように、移動可能な設備ユニットが望まれてい
る。そこで、下部に設けられたキャスター、給水接続部、給湯接続部、及び排水接続部を
有した設備ユニットと、床下に設けられ、給水管、給湯管、及び排水管を有した埋設ユニ
ットとを備えた住宅用移動式給排水設備システムが提案されている。この住宅用移動式給
排水設備システムでは、設備ユニットを使用する際に、設備ユニットを床下の埋設ユニッ
トの上方に配置する。そして、設備ユニットの給水接続部と床下の給水管とを接続し、給
湯接続部と床下の給湯管とを接続し、排水接続部と床下の排水管とを接続する。これによ
り、設備ユニットにおいて、水及び湯を使用する構成が記載されている（下記特許文献１
参照）。
【０００３】
　また、キッチンのカウンター上に載置される食器洗浄乾燥器が提案されている。このよ
うなカウンターの上面には、本給水管から分岐した分岐給水管の開口部、及び本排水管か
ら分岐した分岐排水管の開口部が設けられている。また、食器洗浄乾燥器には、機器用給
水管及び機器用排水管が設けられている。この食器洗浄乾燥器の機器用給水管及び機器用
排水管をそれぞれ、カウンターの上面に設けられた分岐給水管の開口部及び分岐排水管の
開口部に接続する。これにより、カウンター上に載置された食器洗浄乾燥器では、カウン
ターに設けられる本給水管から分岐した水を利用して食器を洗浄し、洗浄後の排水をカウ
ンターに設けられた本排水管に排水する構成が記載されている（下記特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１７６３０５号公報
【特許文献２】特開２００２－８１１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載の住宅用移動式給排水設備システムでは、床下
に埋設ユニットを埋設する工事をしなければならないため、大掛かりな工事が必要となる
という問題点がある。
【０００６】
　また、上記の特許文献２に記載の食器洗浄乾燥器では、食器洗浄乾燥器は分岐給水管の
開口部と接続される機器用給水管及び分岐排水管の開口部と接続される機器用排水管を備
える必要があり、食器洗浄乾燥器の構成が複雑化してしまうという問題点がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、容易に接続可能であるとと



(4) JP 2015-190205 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

もに簡易な構成の移動式の設備機器を有する設備機器ユニット及び給排水方法を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係る給排水設備ユニットは、第一給水管及び第一排水管を有すると
ともに、建築物に固定された固定側衛生設備機器と、外部に向かって開口可能な第二給水
管及び第二排水管を有するとともに、移動可能とされた移動側衛生設備機器と、前記第一
給水管から分岐され、前記第二給水管に着脱可能に構成された給水側接続部と、前記第一
排水管から分岐され、前記第二排水管に着脱可能に構成された排水側接続部と、を備える
ことを特徴とする。
【０００９】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、移動側衛生設備機器の第二給水管は、
固定側衛生設備機器の第一給水管から分岐された給水側接続部に接続される。また、移動
側衛生設備機器の第二排水管は、固定側衛生設備機器の第一排水管から分岐された排水側
接続部に接続される。つまり、第二給水管を給水側接続部に接続し第二排水管を排水側接
続部に接続するだけで、第二給水管と第一給水管とが接続されるとともに第二排水管と第
一排水管とが接続される。よって、移動側衛生設備機器を固定側衛生設備機器に容易に接
続可能である。
　また、移動側衛生設備機器において、第二給水管及び第二排水管における外部に向かっ
て開口する部分を利用して、給水側接続部及び排水側接続部が接続される。よって、移動
側衛生設備機器に、固定側衛生設備機器との接続のための部材等を別途設ける必要がない
ため、移動側衛生設備機器を簡易な構成とすることができる。
【００１０】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記給水側接続部及び前記排水側接続部は
、それぞれ可撓性の管状部材で構成された給水側管状部及び排水側管状部を有し、前記給
水側管状部及び前記排水側管状部がそれぞれ前記第二給水管及び前記第二排水管に接続さ
れていない状態で、前記給水側管状部及び前記排水側管状部の少なくとも一部は前記固定
側衛生設備機器内に収容され、前記給水側管状部及び前記排水側管状部がそれぞれ前記第
二給水管及び前記第二排水管に接続された状態で、前記固定側衛生設備機器内に収容され
た前記給水側管状部及び前記排水側管状部が前記固定側衛生設備機器内から引き出されて
いることが好ましい。
【００１１】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、給水側接続部及び排水側接続部がそれ
ぞれ第二給水管及び第二排水管に接続されていない状態（以下、「非接続状態」とする）
では、給水側接続部及び排水側接続部の少なくとも一部は固定側衛生設備機器内に収容さ
れている。この収容された給水側接続部及び排水側接続部が固定側衛生設備機器内から引
き出されることで、それぞれ第二給水管及び第二排水管に接続される。よって、非接続状
態において、給水側接続部及び排水側接続部の体裁を良好とすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記給水側接続部は、前記第一給水管から
分岐した分岐給水管と、該分岐給水管の先端に設けられた給水側接続口と、を有し、前記
排水側接続部は、前記第一排水管から分岐した分岐排水管と、該分岐排水管の先端に設け
られた排水側接続口と、を有していてもよい。
【００１３】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、給水側接続口を第二給水管に接続する
ことにより、給水側接続部と第二給水管とが接続される。また、排水側接続口を第二排水
管に接続することにより、排水側接続部と第二排水管とが接続される。よって、例えばワ
ンタッチ等簡易な構成で、移動側衛生設備機器を固定側衛生設備機器に接続することがで
きる。
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【００１４】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記給水側接続口の形状と前記排水側接続
口の形状とが、相違していてもよい。
【００１５】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、第二給水管の開口する部分の形状と対
応する給水側接続口の形状と、第二排水管の開口する部分の形状と対応する排水側接続口
の形状とが、相違している。よって、給水側接続口を第二排水管に接続したり、排水側接
続口を第二給水管に接続したりするような誤接続を防止することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記第二給水管の前記外部に向かって開口
する給水側接続口と、前記第二排水管の前記外部に向かって開口する排水側接続口とは、
所定距離離間して配置され、前記給水側接続口と前記排水側接続口との間を前記所定距離
離間させるとともに、前記給水側接続口および前記排水側接続口を一体的に連結するノズ
ル連結体を備えていてもよい。
【００１７】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、給水側接続口と排水側接続口は、その
離間距離が、第二給水管の給水側接続口と第二排水管の排水側接続口との離間距離と同一
になるように、ノズル連結体により一体的に連結されている。よって、給水側接続口及び
排水側接続口をそれぞれ、給水側接続口及び排水側接続口に同時に取り付け、取り外しを
することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記分岐排水管には、ポンプが設けられて
いてもよい。
【００１９】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、分岐排水管にポンプが設けられている
。よって、例えば移動側衛生設備機器の排水の水位が、第二排水管の外部に向かって開口
する部分の高さよりも低い場合でも、第二排水管を流通する流体を固定側衛生設備機器に
向かって排水することができる。
【００２０】
　また、本発明に係る給排水設備ユニットは、前記移動側衛生設備機器は、前記第二給水
管に接続され、該第二給水管を流通する水を貯留可能な給水貯留部と、前記給水貯留部か
ら供給された前記水を排水として貯留可能であって、前記第二排水管に接続された排水貯
留部と、を有していてもよい。
【００２１】
　このように構成された給排水設備ユニットでは、第二給水管を流通した水は、給水貯留
部で貯留される。この給水貯留部から供給された水は、排水貯留部において貯留される。
よって、第二給水管及び第二排水管が給水側接続部及び排水側接続部に接続されていない
状態でも、給水貯留部で貯留された水を使用し、使用した水（排水）を排水貯留部に貯留
しておくことができるため、移動側衛生設備機器の利便性を高めることができる。
【００２２】
　また、本発明に係る給排水方法は、建築物に固定され、第一給水管及び第一排水管を有
する固定側衛生設備機器と、移動可能とされ、外部に向かって開口可能な第二給水管及び
第二排水管を有する移動側衛生設備機器と、前記第一給水管から分岐され、前記第二給水
管に着脱可能に構成された給水側接続部と、前記第一排水管から分岐され、前記第二排水
管に着脱可能に構成された排水側接続部と、を備え、前記給水側接続部及び前記排水側接
続部は、それぞれ可撓性の管状部材で構成された給水側管状部及び排水側管状部を有する
給排水設備ユニットにおいて、前記固定側衛生設備機器と前記移動側衛生設備機器との間
で給排水を行う給排水方法であって、少なくとも一部が前記固定側衛生設備機器内に収容
された前記給水側管状部及び前記排水側管状部を、前記固定側衛生設備機器内から引き出
して、それぞれ前記第二給水管及び前記第二排水管に接続することを特徴とする。
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【００２３】
　このように構成された給排水方法では、少なくとも一部が固定側衛生設備機器内に収容
された給水側管状部及び排水側管状部を、固定側衛生設備機器内から引き出して、それぞ
れ第二給水管及び第二排水管に接続することにより、第一給水管と第二給水管とが接続さ
れるとともに第一排水管と第二排水管とが接続される。よって、移動側衛生設備機器を固
定側衛生設備機器に容易に接続可能である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る給排水設備ユニット及び給排水方法によれば、容易に接続可能であるとと
もに簡易な構成の移動式の設備機器とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る給排水設備ユニットの斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る給排水設備ユニットにおいて、固定側衛生設備機器と
移動側衛生設備機器とが接続されていない状態の斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛生設備機器の
給水側接続部及び排水側接続部の構成を模式的に示した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る給排水設備ユニットにおいて、固定側衛生設備機器と
移動側衛生設備機器との接続部分の構成を示し、互いに接続されていない状態の斜視図で
ある。
【図５】本発明の第一実施形態に係る給排水設備ユニットを構成する移動側衛生設備機器
の構成を模式的に示した図である。
【図６】本発明の第一実施形態に係る給排水設備ユニットを構成する移動側衛生設備機器
において、水栓具から上水を吐水する状態を模式的に示した図である。
【図７】本発明の第一実施形態に係る給排水設備ユニットを構成する移動側衛生設備機器
において、上水の吐出が完了した状態を模式的に示した図である。
【図８】本発明の第一実施形態に係る給排水設備ユニットを構成する移動側衛生設備機器
において、上水を満タンに給水した状態を模式的に示した図である。
【図９】本発明の一実施形態の変形例１に係る給排水設備ユニットにおいて、固定側衛生
設備機器と移動側衛生設備機器との接続部分の構成を示し、互いに接続されていない状態
の斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態の変形例２に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛
生設備機器の給水側接続部及び排水側接続部の構成を模式的に示した図である。
【図１１】本発明の一実施形態の変形例３に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛
生設備機器の給水側接続部及び排水側接続部の構成を模式的に示した図である。
【図１２】本発明の一実施形態の変形例４に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛
生設備機器の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
（給排水設備ユニット）
　本発明の一実施形態である給排水設備ユニットについて説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る給排水設備ユニットの斜視図である。図２は、給排
水設備ユニットにおいて、固定側衛生設備機器と移動側衛生設備機器とが接続されていな
い状態の斜視図である。
　図１，２に示すように、給排水設備ユニット１は、例えば、建築物１００の洗面室に固
着された洗面台１０１（固定側衛生設備機器）と、移動可能とされた可動式手洗い装置２
０１（移動側衛生設備機器）とを備えている。これら洗面台１０１の給排水と可動式手洗
い装置２０１の給排水とは、着脱可能に構成されている。
【００２７】
　この可動式手洗い装置２０１は、建築物１００のテラス、寝室、玄関等に設けられてい
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る。適宜、可動式手洗い装置２０１を移動させて、洗面台１０１の水を利用して給水し、
使用した水（排水）を洗面台１０１から排水することができる。
【００２８】
（洗面台）
　洗面台１０１は、略箱型の筐体１０２と、筐体１０２の上部に設けられ物品を収容可能
とされるとともに正面に鏡１０３ａが設けられた収容部１０３と、を有している。さらに
、洗面台１０１は、床下等に設けられた床下給水管Ｈ１と接続された第一給水管１１０と
、床下給湯管Ｈ２と接続された給湯管１２０と、を有している。さらに、洗面台１０１は
、筐体１０２の上部に設けられた第一水栓具１２３と、筐体１０２の上面に凹部形状に形
成されるとともに第一水栓具１２３から吐水された上水（水）を受けて貯留と排水が可能
な第一ボウル部１２５と、床下排水管Ｈ３と接続された第一排水管１３０と、を有してい
る。
【００２９】
　第一給水管１１０は、管状に形成されている。第一給水管１１０は、一端が床下給水管
Ｈ１に接続され、他端が第一水栓具１２３に接続されている。
【００３０】
　給湯管１２０は、管状に形成されている。第一給水管１１０は、一端が床下給湯管Ｈ２
に接続され、他端が第一水栓具１２３に接続されている。
【００３１】
　第一水栓具１２３には、第一給水管１１０との接続部分において開閉可能なバルブ（不
図示）が設けられている。また、第一水栓具１２３には、給湯管１２０との接続部分にお
いて開閉可能なバルブ（不図示）が設けられている。
【００３２】
　第一ボウル部１２５の下面には、排水口１２５ａが設けられている。第一排水管１３０
は、一端が第一ボウル部１２５の排水口１２５ａに接続され、他端が床下排水管Ｈ３に接
続されている。
【００３３】
　第一排水管１３０は、管状に形成されている。第一排水管１３０は、排水口１２５ａか
ら下方に向かって延びる上管部１３１と、上管部１３１の下端から下方に向かって膨らむ
ように湾曲するＵ字状に形成された下湾曲管部１３２と、を有している。さらに、第一排
水管１３０は、下湾曲管部１３２の上端から上方に向かって膨らむように湾曲する下向き
Ｕ字状に形成された上湾曲管部１３３と、上湾曲管部１３３の下端から下方に向かって延
び床下排水管Ｈ３に接続される下管部１３４と、を有している。これら、上管部１３１、
下湾曲管部１３２、上湾曲管部１３３及び下管部１３４は、連通している。これら下湾曲
管部１３２及び上湾曲管部１３３は、トラップ部を構成している。
【００３４】
　第一給水管１１０の途中部分では、管状に形成されて分岐給水管２０が分岐している。
分岐給水管２０は、第一給水管１１０から水平方向に延びる横給水管部２１と、横給水管
部２１の端部から上方に向かって延びる上下給水管部２２と、上下給水管部２２の上端で
湾曲して水平方向に延びる延出給水管部（給水側管状部）２３と、を有している。これら
横給水管部２１、上下給水管部２２及び延出給水管部２３は、連通している。また、横給
水管部２１には、電磁弁２１ａが設けられている。
【００３５】
　第一排水管１３０の上管部１３１では、分岐排水管３０が分岐している。分岐排水管３
０は、第一排水管１３０から水平方向に延びる横排水管部３１と、横排水管部３１の端部
から上方に向かって延びる上下排水管部３２と、上下排水管部３２の上端で湾曲して水平
方向に延びる延出排水管部（排水側管状部）３３と、を有している。これら横排水管部３
１、上下排水管部３２及び延出排水管部３３は、連通している。横排水管部３１には、ポ
ンプ３１ａが設けられている。
【００３６】
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　図３は、給排水設備ユニット１を構成する洗面台１０１の給水側ノズル（給水側接続口
）２９及び排水側ノズル（排水側接続口）３９の構成を示す正面図である。
　図２，３に示すように、延出給水管部２３及び延出排水管部３３の先端側は、それぞれ
可撓性の管状部材で形成されている。また、延出給水管部２３及び延出排水管部３３は、
管状の被覆材で一体として覆われた延出管部４０とされている。
【００３７】
　延出管部４０は、筐体１０２の正面を覆う開閉可能な扉１０２ｂに設けられた挿通孔１
０２ｘに挿通されている。換言すると、延出管部４０は、筐体１０２の内側から外側に向
かって配置されている。
【００３８】
　この延出管部４０には、余剰部分（不図示）が設けられている。この余剰部分は、筐体
１０２の内側で巻回されていたり、束ねられたりして収容されている。
【００３９】
　延出給水管部２３及び延出排水管部３３において、延出管部４０よりも先端側には、ノ
ズル連結体５０が設けられている。ノズル連結体５０は、中空状であって、直方体状に形
成されている。なお、ノズル連結体５０の形状は、適宜選択可能である。
【００４０】
　図４は、給排水設備ユニット１において、洗面台１０１と可動式手洗い装置２０１との
接続部分の構成を示し、互いに接続されていない状態の斜視図である。
　図４に示すように、ノズル連結体５０は、延出管部４０が挿通される貫通孔５１ｘが形
成された底壁部５１と、底壁部５１と反対側に設けられた上壁部５２と、底壁部５１と上
壁部５２とを連結する４枚の側壁部５３，５４，５５，５６と、を有している。
【００４１】
　側壁部５３には、第一磁気吸着部５３ａが設けられている。第一磁気吸着部５３ａは磁
石で構成されている。
【００４２】
　側壁部５３には、延出給水管部２３が挿通される貫通孔５３ｘ及び延出排水管部３３が
挿通される貫通孔５３ｙが形成されている。また、側壁部５３には、給水側ノズル２９及
び排水側ノズル３９が突出するように設けられている。
【００４３】
　給水側ノズル２９及び排水側ノズル３９は、側壁部５３と直交する向きを軸線方向とす
る筒状に形成されている。これら給水側ノズル２９及び排水側ノズル３９の外周面は、そ
れぞれ径方向外側に向かって突出する環状の環状突起２９ｔ，３９ｔが設けられている。
この環状突起２９ｔ，３９ｔは、軸線方向に離間して２個形成されている。
【００４４】
　給水側ノズル２９の形状と排水側ノズル３９の形状とは、相違している。本実施形態で
は、排水側ノズル３９の径の方が、給水側ノズル２９の径よりも大きい。
【００４５】
　また、給水側ノズル２９と排水側ノズル３９とは、軸線方向と直交する向きに所定距離
離間して配置されている。
【００４６】
　換言すると、延出給水管部２３は、ノズル連結体５０の底壁部５１に形成された貫通孔
５１ｘに挿通され、ノズル連結体５０内を通って、側壁部５３に形成された貫通孔５３ｘ
に挿通されている。そして、延出給水管部２３の先端は、側壁部５３に形成された給水側
ノズル２９に連通されている。
【００４７】
　また、延出排水管部３３は、ノズル連結体５０の底壁部５１に形成された貫通孔５１ｘ
に挿通され、ノズル連結体５０内を通って、側壁部５３に形成された貫通孔５３ｙに挿通
されている。そして、延出排水管部３３の先端は、側壁部５３に形成された排水側ノズル
３９に連通されている。
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【００４８】
　上記に示す分岐給水管２０及び給水側ノズル２９が、給水側接続部を構成している。ま
た、分岐排水管３０及び排水側ノズル３９が、排水側接続部を構成している。
【００４９】
　ノズル連結体５０の上壁部５２には、把持可能な把持部５２ｔが設けられている。筐体
１０２の扉１０２ｂ（図２参照）には、係合部（不図示）が設けられている。この把持部
、筐体１０２の係合部に係合されている。これにより、ノズル連結体５０は、筐体１０２
の扉１０２ｂに着脱自在に取り付けられている。
【００５０】
　また、ノズル連結体５０の第一磁気吸着部５３ａには、センサ６１が設けられている。
センサ６１には給電及び信号の送受信が可能な接続線６２が設けられている。この接続線
６２は、制御部（不図示）に接続されている。この制御部には、接続線、第一の接続線（
不図示）及び第二の接続線（不図示）が接続されている。
【００５１】
　第一の接続線は、一端が制御部に接続され、他端が第一給水管１１０に設けられた電磁
弁２１ａ（図１参照）の制御部（不図示）に接続されている。また、第二の接続線は、一
端が制御部に接続され、他端が第一排水管１３０に設けられたポンプ３１ａ（図１参照）
の制御部（不図示）に接続されている。
【００５２】
（可動式手洗い装置）
　図５は、給排水設備ユニット１を構成する可動式手洗い装置２０１の構成を模式的に示
した図である。図６は、給排水設備ユニット１を構成する可動式手洗い装置２０１におい
て、水栓具から上水を吐水する状態を模式的に示した図である。
　図５，６に示すように、可動式手洗い装置２０１は、例えば略箱型の筐体２０２と、筐
体２０２の上面の側端部に設けられた例えば金属製の第二水栓具（水栓具）２０３と、を
有している。さらに、可動式手洗い装置２０１は、筐体２０２の上面に凹部形状に形成さ
れるとともに第二水栓具２０３から吐水された上水（水）を受けて貯留と排出が可能な第
二ボウル部（ボウル部）２０４と、筐体２０２の下面に設けられていて可動式手洗い装置
２０１を移動可能な複数の車輪２０５と、を有している。
【００５３】
　筐体２０２内には、上水と使用後の排水を個別に貯留する液密のタンク２０７が設けら
れている。タンク２０７は例えば下側に設置された排水貯留部２０８と上側に設置された
給水貯留部２０９とを連結して備えている。なお、タンク２０７は必ずしも液密である必
要はなく、例えば水槽のように上端が開口になっていてもよい。この場合、給水貯留部２
０９の天面は剛性の高い固定部材で固定して構成することが好ましい。
【００５４】
　排水貯留部２０８は内部排水管２１１を介して第二ボウル部２０４に連通しており、内
部排水管２１１の上端部は第二ボウル部２０４の底面の排水口２０４ａに連結され、他端
は排水貯留部２０８の下端部２０８ｂに連結されている。
【００５５】
　また、第二ボウル部２０４の排水口２０４ａに近接する位置の内部排水管２１１には開
閉可能な排水バルブ２１２が設置されている。なお、排水バルブ２１２として、プッシュ
式の排水栓やプッシュワンウェイ式の排水栓等を設置して、第二ボウル部２０４内に排水
や上水を溜められるようにしてもよい。
【００５６】
　また、排水貯留部２０８の下端部には、貯留された排水を排出するための外部排水路（
第二排水管）２１３が接続されている。
【００５７】
　図２，４に示すように、筐体２０２の側面には、磁石で構成された第二磁気吸着部２０
２ａが設けられている。外部排水路２１３の端部（排水側接続口）２１３ａは、第二磁気
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吸着部２０２ａにおいて、外部に向かって開口可能に配置されている。なお、外部排水路
２１３の端部２１３ａにはバルブやキャップ等（不図示）が設けられており、不使用時に
は開口を閉じ、使用時に開口を開くことができる構成であってもよい。
【００５８】
　外部排水路２１３の端部２１３ａの内面形状は、洗面台１０１の排水側ノズル３９の外
面形状と対応するように形成され、排水側ノズル３９の環状突起３９ｔに対応する環状の
凹部（不図示）が設けられている。また、外部排水路２１３には、開閉可能な外部排水バ
ルブ２１４が設けられている。
【００５９】
　図５に示すように、給水貯留部２０９には、上端部に上水給水路（第二給水管）２１５
が接続されている。
【００６０】
　図２，４に示すように、上水給水路２１５の端部（給水側接続口）２１５ａは、筐体２
０２の側面の第二磁気吸着部２０２ａにおいて、外部に向かって開口可能に配置されてい
る。なお、上水給水路２１５の端部２１５ａにはバルブやキャップ等（不図示）が設けら
れており、不使用時には開口を閉じ、使用時に開口を開くことができる構成であってもよ
い。
【００６１】
　上水給水路２１５の端部２１５ａの内面形状は、洗面台１０１の給水側ノズル２９の外
面形状と対応するように形成され、給水側ノズル２９の環状突起２９ｔに対応する環状の
凹部（不図示）が設けられている。また、第二磁気吸着部２０２ａには、給電が可能な接
続線２０２ｓが設けられている。また、上水給水路２１５には、開閉可能な給水バルブ２
１６が設けられている。
【００６２】
　外部排水路２１３の端部２１３ａと上水給水路２１５の端部２１５ａとは、水平方向に
所定距離離間して配置されている。この外部排水路２１３の端部２１３ａと上水給水路２
１５の端部２１５ａとの離間距離は、洗面台１０１の排水側ノズル３９と給水側ノズル２
９との離間距離と同一である。
【００６３】
　上水給水路２１５において、給水バルブ２１６と給水貯留部２０９との間には水栓給水
路２１７が連通している。水栓給水路２１７の上端部は、第二水栓具２０３に連結されて
いる。また、第二水栓具２０３には手動操作によって開閉可能な水栓用バルブ２１８が取
り付けられている。
【００６４】
　また、給水貯留部２０９は上部がタンク２０７の天板であり、側面には蛇腹状の仕切り
壁２０９ａが伸縮可能に形成されており、その底部２０９ｂは排水貯留部２０８との間の
仕切り部材を構成する例えば平板状で剛性の高い仕切り板２２０に連結されている。
【００６５】
　また、排水貯留部２０８において、その側面２０８ａの内周面下部には、断面略Ｌ字形
状の受け部２２１が設置されている。仕切り板２２０と受け部２２１との間には、弾性部
材として圧縮状態のバネ、例えばコイルばね２２２２が設置されている。ここで、タンク
２０７を例えば筒状、具体的には略円筒状に形成した場合、仕切り板２２０はタンク２０
７の内径と略同一外径の円板型に形成されていて、その周縁部には図示しないパッキン等
をタンク２０７の内周面に摺動可能で液密に当接するように固着する。
【００６６】
　タンク２０７において、排水貯留部２０８はその側面２０８ａがタンク２０７の側面と
一体であり、タンク２０７の底部と側面２０８ａと上下動可能な仕切り板２２０によって
液密に仕切られている。給水貯留部２０９はタンク２０７の内側面に取り付けられた蛇腹
状の仕切り壁２０９ａとタンク２０７の上面と仕切り板２２０に固定した底部２０９ｂと
によって液密に仕切られている。
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【００６７】
　そして、給水貯留部２０９内に貯留された上水の水圧と、排水貯留部２０８内に貯留さ
れた排水の水圧及びコイルばね２２２の上向きの付勢力とがバランスのとれた高さ位置で
、仕切り板２２０が保持されるように調整されることになる。
【００６８】
　なお、排水貯留部２０８の最大容積が第二ボウル部２０４の容積より大きくてもよい。
この場合には、第二ボウル部２０４内に溜めた排水を内部排水管２１１を介して排水貯留
部２０８内に給水した場合でも排水が溢れて第二ボウル部２０４に逆流することを防止で
きる。
【００６９】
　図７は、給排水設備ユニット１を構成する可動式手洗い装置２０１において、上水の吐
出が完了した状態を模式的に示した図である。図８は、給排水設備ユニット１を構成する
可動式手洗い装置２０１において、上水を満タンに給水した状態を模式的に示した図であ
る。
　図７に示すように、給水貯留部２０９内には、コイルばね２２２が上方に伸びた位置で
仕切り板２２０を停止させるストッパー２２４が設けられている。ストッパー２２４によ
り、仕切り板２２０はこれ以上タンク２０７内を上昇できないため、これ以上、給水貯留
部２０９内から第二水栓具２０３に上水を供給することができない。仕切り板２２０がス
トッパー２２４に当接した位置で、給水貯留部２０９内の容量よりも排水貯留部２０８内
の容量の方が大きければ、排水が内部排水管２１１から第二ボウル部２０４内に溢れたり
、筐体２０２の外部に溢れたりすることを防止できる。
【００７０】
　なお、図７に示す構成に代えて、コイルばね２２２が伸びて仕切り板２２０はストッパ
ー２２４に当接した位置で給水貯留部２０９内の上水を全て供給し終えるように構成にし
てもよい。
【００７１】
　また、ストッパー２２４の高さ位置を可動としてもよい。例えば、排水貯留部２０８内
の水量によって自動調整させたりしてもよく、或いはストッパー２２４の位置を手動調整
できるようにしてもよい。
【００７２】
　また、上水給水路２１５から給水貯留部２０９内に上水を供給するべく給水バルブ２１
６を開弁させた際、同時に外部排水バルブ２１４を開弁させて排水貯留部２０８内の排水
を排出するように操作することが好ましい。これによって、排水貯留部２０８内に排水が
貯留された状態で給水貯留部２０９内に上水を供給することで排水が満タンになって第二
ボウル部２０４から溢れ出ることを防止できる。
【００７３】
　次に、上記のように構成された洗面台１０１と可動式手洗い装置２０１との間の給排水
方法について説明する。
　まず、上記に示すように、建築物１００に洗面台１０１を設置する工事等の段階におい
て、第一給水管１１０から分岐給水管２０を分岐させるとともに、第一排水管１３０から
分岐排水管３０を分岐させておく。
【００７４】
　次に、洗面台１０１の給水側ノズル２９を上水給水路２１５の端部２１５ａに接続する
とともに、排水側ノズル３９を外部排水路２１３の端部２１３ａに接続する。
【００７５】
　詳細には、洗面台１０１の扉１０２ｂの係合部からノズル連結体５０の把持部５２ｔを
取り外し、把持部５２ｔを持って延出管部４０を洗面台１０１の扉１０２ｔの外側に向か
って引っ張る。すると、筐体１０２の内側に配置されていた延出管部４０の余剰部分が、
洗面台１０１から引き出される。そして、延出管部４０の先端に設けられたノズル連結体
５０の給水側ノズル２９及び排水側ノズル３９と、それぞれ可動式手洗い装置２０１の上
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水給水路２１５の端部２１５ａ及び外部排水路２１３の端部２１３ａに押し込む。給水側
ノズル２９及び排水側ノズル３９を押し込んでいくと、給水側ノズル２９及び排水側ノズ
ル３９のそれぞれに形成された環状突起２９ｔ，３９ｔが、上水給水路２１５及び外部排
水路２１３の内周面に形成された環状凹部に嵌合されるとともに、当該位置にて位置決め
される。
【００７６】
　また、この際、ノズル連結体５０の第一磁気吸着部５３ａが、可動式手洗い装置２０１
の筐体２０２側面に設けられた第二磁気吸着部２０２ａに対して、磁力により取り付けら
れる。このようにして、洗面台１０１の給水側ノズル２９及び排水側ノズル３９は、可動
式手洗い装置２０１の上水給水路２１５の端部２１５ａ及び外部排水路２１３の端部２１
３ａに取り付けられる。
【００７７】
　次に、可動式手洗い装置２０１において、給水バルブ２１６を開弁状態に保持し、第二
ボウル部２０４の排水バルブ２１２、外部排水バルブ２１４及び水栓用バルブ２１８を閉
弁状態に保持する。
【００７８】
　この状態で、洗面台１０１の給排水と可動式手洗い装置２０１の給排水とを接続する。
詳細には、洗面台１０１の給水側ノズル２９が可動式手洗い装置２０１の上水給水路２１
５の端部２１５ａに取り付け、排水側ノズル３９が外部排水路２１３の端部２１３ａに取
り付けるととともに、ノズル連結体５０の第一磁気吸着部５３ａが可動式手洗い装置２０
１の第二磁気吸着部２０２ａに取り付ける。
【００７９】
　これにより、洗面台１０１のノズル連結体５０の第一磁気吸着部５３ａに設けられた接
続線６２と、可動式手洗い装置２０１の第二磁気吸着部２０２ａに設けられた接続線２０
２ｓとが、通電する。そして、第一磁気吸着部５３ａのセンサ６１が通電を検出し、セン
サ６１と接続線６２で接続された制御部が、電磁弁２１ａの開弁信号を第一の接続線に送
信する。第一の接続線に接続された第一給水管１１０の電磁弁２１ａの制御部は、開弁信
号を受信して、電磁弁２１ａを開弁する。
【００８０】
　すると、上水が、床下給水管Ｈ１、第一給水管１１０、分岐給水管２０、上水給水路２
１５を流通して、給水貯留部２０９内に貯留される。給水貯留部２０９内に所望の上水が
貯留されると、ノズル連結体５０を可動式手洗い装置２０１から取り外す。つまり、洗面
台１０１の給排水と可動式手洗い装置２０１の給排水とを切断する。
【００８１】
　この状態で、洗面台１０１側では、第一磁気吸着部５３ａのセンサ６１が通電されてい
ない状態を検出する。これにより、センサ６１に接続された制御部が、第一給水管１１０
に設けられた電磁弁２１ａを閉弁する。すると、上水の分岐給水管２０への供給が停止さ
れる。
【００８２】
　一方、可動式手洗い装置２０１において、給水バルブ２１６を閉弁する。そして、可動
式手洗い装置２０１を所定の位置に移動させる。図６に示すように、使用者が手洗い等を
する際には、ボウル部４の排水バルブ２１２及び水栓用バルブ２１８を開弁すると、給水
貯留部２０９内の圧力が低下してコイルばね２２２の付勢力で仕切り板２２０が上方に移
動する。
【００８３】
　これにより、上水は給水貯留部２０９から水栓給水路２１７と第二水栓具２０３を通っ
て吐水され、この水で使用者が手洗い等を行うことができる。そして、第二ボウル部２０
４内に落下した水は排水として内部排水管２１１を経由して排水貯留部２０８内に給送さ
れる。
【００８４】
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　ここで、水栓用バルブ２１８を開弁することで給水貯留部２０９内の圧力が低下するた
めに仕切り板２２０がコイルばね２２２の付勢力で上方に移動し、給水貯留部２０９の容
積が縮小し排水貯留部２０８の容積は増大する。そして、第二ボウル部２０４に落下した
排水が内部排水管２１１から排水貯留部２０８内に流れることで排水貯留部２０８内の圧
力及びコイルばね２２２の付勢力と給水貯留部２０９内の圧力とのバランスがとられる。
【００８５】
　このように、仕切り板２２０が次第に上昇して給水貯留部２０９内の容積は小さくなり
排水貯留部２０８の容積は増大すると、図７に示すように、仕切り板２２０がタンク２０
７内のストッパー２２４に当接する上限位置で給水貯留部２０９内の上水の量は最少にな
り、これ以上第二水栓具２０３から給水することはできなくなるため、内部排水管２１１
の排水バルブ２１２と第二水栓具２０３の水栓用バルブ２１８を閉弁する。
【００８６】
　この状態で、可動式手洗い装置２０１を洗面台１０１の近傍に移動させ、再び上記のよ
うに洗面台１０１の給排水と可動式手洗い装置２０１の給排水とを接続する。これにより
、洗面台１０１のノズル連結体５０の第一磁気吸着部５３ａに設けられた接続線６２と、
可動式手洗い装置２０１の第二磁気吸着部２０２ａに設けられた接続線２０２ｓとが、通
電する。そして、第一磁気吸着部５３ａのセンサ６１が通電を検出する。すると、センサ
６１と接続線６２で接続された制御部が、第一の接続線に開弁信号を送信するとともに、
第二の接続線に作動信号を送信する。第一の接続線に接続された第一給水管１１０の電磁
弁２１ａの制御部は、開弁信号を受信して電磁弁２１ａを開弁する。また、第二の接続線
に接続された第一排水管１３０のポンプ３１ａの制御部は、作動信号を受信してポンプ３
１ａを作動させる。
【００８７】
　この状態で、給水バルブ２１６を開弁するとともに、外部排水路２１３の外部排水バル
ブ２１４を開弁する。すると、上水が、床下給水管Ｈ１、第一給水管１１０、分岐給水管
２０、上水給水路２１５を流通して、給水貯留部２０９内に貯留される。この際、コイル
ばね２２２の付勢力に抗して仕切り板２２０がストッパー２２４の位置から降下する。排
水貯留部２０８内では、排水の自重と仕切り板２２０の降下及び洗面台１０１のポンプ３
１ａの作動により、排水が外部排水路２１３を介して外部に押し出される。つまり、排水
は、外部排水路２１３、分岐排水管３０、第一排水管１３０を流通して、床下排水管Ｈ３
に排水される。
【００８８】
　図８に示すように、給水貯留部２０９内に貯留される上水の水圧によって仕切り板２２
０が次第に降下し、タンク２０７の受け部２２１に当接することで停止する。この位置が
仕切り板２２０の下限位置であり、給水貯留部２０９は満水状態になる。この状態で、再
度、第二水栓具２０３から吐水を再開できる。
【００８９】
　このように構成された給排水設備ユニット１では、可動式手洗い装置２０１の上水給水
路２１５の端部２１５ａは、洗面台１０１の第一給水管１１０から分岐された分岐給水管
２０の給水側ノズル２９に接続される。また、可動式手洗い装置２０１の外部排水路２１
３の端部２１３ａは、洗面台１０１の第一排水管１３０から分岐された分岐排水管３０の
排水側ノズル３９に接続される。つまり、上水給水路２１５の端部２１５ａを給水側ノズ
ル２９に接続し外部排水路２１３の端部２１３ａを排水側ノズル３９に接続するだけで、
上水給水路２１５と第一給水管１１０とが接続されるとともに外部排水路２１３と第一排
水管１３０とが接続される。よって、可動式手洗い装置２０１を洗面台１０１に容易に接
続可能である。
【００９０】
　また、可動式手洗い装置２０１において、上水給水路２１５及び外部排水路２１３にお
ける外部に向かって開口する端部２１５ａ，２３１ａを利用して、給水側ノズル２９及び
排水側ノズル３９が接続される。よって、可動式手洗い装置２０１に、洗面台１０１との
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接続のための部材等を別途設ける必要がないため、可動式手洗い装置２０１を簡易な構成
とすることができる。
【００９１】
　また、可動式手洗い装置２０１と洗面台１０１とが接続されていない非接続状態では、
延出管部４０の余剰部分は、筐体１０２内に収容されている。この収容された延出管部４
０は、洗面台１０１から引き出されることで、上水給水路２１５及び外部排水路２１３に
接続される。よって、非接続状態において、延出管部４０の体裁を良好とすることができ
る。
【００９２】
　また、排水側ノズル３９の径は、給水側ノズル２９の径よりも大きい。また、排水側ノ
ズル３９と対応する外部排水路２１３の径は、給水側ノズル２９外周形状と対応する上水
給水路２１５の径よりも大きい。よって、給水側ノズル２９を外部排水路２１３に接続し
たり、排水側ノズル３９を上水給水路２１５に接続したりするような誤接続を防止するこ
とができる。
【００９３】
　また、給水側ノズル２９と排水側ノズル３９は、その離間距離が、上水給水路２１５の
端部２１５ａと外部排水路２１３の端部２１３ａとの離間距離と同一になるように、ノズ
ル連結体５０により一体的に連結されている。よって、給水側ノズル２９及び排水側ノズ
ル３９を、上水給水路２１５及び外部排水路２１３にワンタッチで、同時に取り付け、取
り外しをすることができる。
【００９４】
　また、分岐排水管３０にポンプ３１ａが設けられているため、可動式手洗い装置２０１
の外部排水路２１３を通過する排水が、分岐排水管３０側に確実に排水される。また、例
えば可動式手洗い装置２０１の排水の水位が、外部排水路２１３の端部２１３ａの高さよ
りも低い場合でも、外部排水路２１３を流通する排水を洗面台１０１に向かって確実に排
水することができる。また、可動式手洗い装置２０１にはポンプを設けなくてよいため、
可動式手洗い装置２０１の設備の小型化、構成の簡易化が可能となる。
【００９５】
　また、可動式手洗い装置２０１において、第二水栓具２０３から吐出した上水を使用し
た場合に、使用した水（排水）は第二ボウル部２０４で受けられ、第二ボウル部２０４か
ら排出して排水貯留部２０８で貯留される。よって、可動式手洗い装置２０１を、手洗い
、食器洗い等の洗浄が可能な機器として使用することができるとともに、可動式手洗い装
置２０１から排水を洗面台１０１に排出するまでの間、排水貯留部２０８で排水を貯留で
きる。したがって、外部排水路２１３が排水側ノズル３９に接続されていない状態でも、
上水給水路２１５から供給された水を使用して排水を排水貯留部２０８に貯留しておくこ
とができるため、可動式手洗い装置２０１の利便性を高めることができる。
【００９６】
（変形例１）
　上記に示す実施形態の変形例１について、主に図９を用いて説明する。
　図９は、上記に示す実施形態の変形例１に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛
生設備機器の給水側ノズル及び排水側ノズルの構成を示す斜視図である。
　以下の変形例において、前述した実施形態で用いた部材と同一の部材には同一の符号を
付して、その説明を省略する。
【００９７】
　図９に示すように、洗面台１０１のノズル連結体５０の側壁部５３には、延出給水管部
２３と連通された給水側ノズル２９ｅが突出するように設けられている。給水側ノズル２
９ｅは、側壁部５３と直交する向きを軸線方向とする筒状に形成されている。
【００９８】
　また、側壁部５３には、延出排水管部３３の端部３３ａが外部に向かって開口するよう
に配置されている。
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【００９９】
　一方、可動式手洗い装置２０１の第二磁気吸着部２０２ａには、上水給水路２１５ｅの
端部２１５ｆが外部に向かって開口するように配置されている。
【０１００】
　また、第二磁気吸着部２０２ａには、外部排水路２１３ｅと連通されたノズル２１４ｅ
が突出するように設けられている。ノズル２１４ｅは、第二磁気吸着部２０２ａと直交す
る向きを軸線方向とする筒状に形成されている。
【０１０１】
　上記のように構成された洗面台１０１及び可動式手洗い装置２０１において、ノズル連
結体５０の給水側ノズル２９ｅは、可動式手洗い装置２０１の上水給水路２１５ｅの端部
２１５ｆに接続される。また、可動式手洗い装置２０１のノズル２１４ｅは、ノズル連結
体５０の延出排水管部３３の端部３３ａに接続される。よって、可動式手洗い装置２０１
を洗面台１０１に容易に接続可能である。
　また、洗面台１０１及び可動式手洗い装置２０１において、筒状に形成された給水側ノ
ズル２９ｅ及びノズル２１４ｅは、それぞれ外部に向かって開口するように形成された端
部２１５ｆ，３３ａに嵌合されて接続される。よって、給水側ノズル２９ｅとノズル２１
４ｅとが接続されたり、端部２１５ｆ，３３ａ同士が接続されたりするような接続間違い
が防止される。
【０１０２】
（変形例２，３）
　上記に示す実施形態の変形例２について、主に図１０，１１を用いて説明する。
　図１０は、上記に示す実施形態の変形例２に係る給排水設備ユニットを構成する固定側
衛生設備機器の給水側接続部及び排水側接続部の構成を模式的に示した図である。図１１
は、上記に示す実施形態の変形例３に係る給排水設備ユニットを構成する固定側衛生設備
機器の給水側接続部及び排水側接続部の構成を模式的に示した図である。
【０１０３】
　図１０に示すように、変形例２では、延出給水管部２３及び延出排水管部３３は、可撓
性の管状部材の被覆材等で一体として覆われておらず、延出給水管部２３及び延出排水管
部３３の外周が露出している。
【０１０４】
　図１１に示すように、変形例３では、延出給水管部２３及び延出排水管部３３の延在方
向途中部分は、それぞれ可撓性の管状部材の被覆材で一体として覆われた延出管部４０ｇ
とされている。
【０１０５】
　延出給水管部２３及び延出排水管部３３の先端側は、可撓性の管状部材の被覆材等で一
体として覆われておらず、延出給水管部２３及び延出排水管部３３の外周が露出している
。
【０１０６】
　この延出給水管部２３のさらに先端側には、ノズル連結体５０ｇが設けられている。ノ
ズル連結体５０ｇの側壁部５０ｉには、延出給水管部２３と連通する給水側ノズル２９が
設けられている。
【０１０７】
　また、延出排水管部３３のさらに先端側には、ノズル連結体５０ｈが設けられている。
ノズル連結体５０ｈの側壁部５０ｊには、延出排水管部３３と連通する排水側ノズル３９
が設けられている。これらノズル連結体５０ｇとノズル連結体５０ｈとは、一体に形成さ
れておらず、離間して配置可能とされている。
【０１０８】
（変形例４）
　上記に示す実施形態の変形例４について、主に図１２を用いて説明する。
　図１２は、上記に示す実施形態の変形例４に係る給排水設備ユニットを構成する固定側
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衛生設備機器の斜視図である。
【０１０９】
　図１２に示すように、第一ボウル部１２５の縁部には、水平面をなす支持面１２５ｈが
形成されている。支持面１２５ｈには、支持台１２５ｉが設けられている。これら支持面
１２５ｈ及び支持台１２５ｉには、互いに連通する挿通孔１２６ｈ，１２６ｉが形成され
ている。
【０１１０】
　延出給水管部２３及び延出排水管部３３の延出管部４０は、これら挿通孔１２６ｈ，１
２６ｉに挿通されている。このように、延出管部４０が、筐体１０２の上面から延出する
構成であってもよい。
【０１１１】
　なお、上述した実施の形態において示した組立手順、あるいは各構成部材の諸形状や組
み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づ
き種々変更可能である。
【０１１２】
　例えば、上記に示す実施形態においては、可動式手洗い装置２０１が、給水貯留部２０
９内に貯留された上水を加熱する熱源を有していてもよい。または、分岐給水管２０が給
湯管１２０に接続されるとともに、供給された湯を保温可能な保温部（不図示）を有して
いてもよい。この場合には、可動式手洗い装置２０１の第二水栓具２０３から湯の供給が
可能となる。
【０１１３】
　また、上記に示す実施形態においては、洗面台１０１の制御部が、洗面台１０１の接続
線６２と可動式手洗い装置２０１の接続線２０２ｓとの通電を検出することにより、電磁
弁２１ａを開弁する構成であったが、本発明はこれに限られない。
　例えば、洗面台１０１の給水側ノズル２９を可動式手洗い装置２０１の上水給水路２１
５の端部２１５ａに取り付け、排水側ノズル３９を外部排水路２１３の端部２１３ａに取
り付ける。この後、スイッチ（不図示）を手動で開閉することにより、分岐給水管２０の
開閉が可能な構成であってもよい。
【０１１４】
　また、上記に示す実施形態においては、排水側ノズル３９の径の方が、給水側ノズル２
９の径よりも大きいように設定しているが、本発明はこれに限られない。給水側ノズル２
９の径の方が、排水側ノズル３９の径よりも大きくてもよい。
【０１１５】
　また、上記に示す実施形態においては、環状突起２９ｔ，３９ｔと上水給水路２１５及
び外部排水路２１３の環状凹部との嵌合、及び第一磁気吸着部５３ａと第二磁気吸着部２
０２ａとの磁力により、給水側ノズル２９及び排水側ノズル３９が、それぞれ上水給水路
２１５の端部２１５ａ及び外部排水路２１３の端部２１３ａに取り付けられる構成である
が、本発明はこれに限られない。例えば、給水側ノズル（排水側ノズル）と上水給水路（
外部排水路）とが、磁力によらずに取り付けられる構成であってもよい。具体的には、給
水側ノズル（排水側ノズル）及び上水給水路（外部排水路）の一方に設けられた凹部と他
方に設けられた凸部との嵌合による構成や、一方に設けられた突起に他方に設けられた係
合部が係合する構成や、一方に設けられた雌ネジに他方に設けられた雄ネジが螺合する構
成等が挙げられる。
【０１１６】
　また、上記に示す実施形態においては、可動式手洗い装置２０１の排水貯留部２０８内
の排水は、その自重と仕切り板２２０の降下及び洗面台１０１のポンプ３１ａの作動によ
り、外部に押し出される構成であるが、本発明はこれに限られない。例えば、排水貯留部
と給水貯留部とを仕切る仕切り板が上下に移動せずに、排水貯留部はその容量が一定とさ
れる構成であってもよい。この場合には、排水貯留部内の排水は、洗面台１０１に設けら
れたポンプ３１ａの作動により、洗面台１０１側に押し出されて排水される。
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【符号の説明】
【０１１７】
１…給排水設備ユニット
２０…分岐給水管（給水側接続部）
２３…延出給水管部（給水側管状部）
２９…給水側ノズル（給水側接続部、給水側接続口）
３０…分岐排水管（排水側接続部）
３１ａ…ポンプ
３３…延出排水管部（排水側管状部）
３９…排水側ノズル（排水側接続部、排水側接続口）
１００…建築物
１０１…洗面台（固定側衛生設備機器）
１１０…第一給水管
１３０…第一排水管
２０１…可動式手洗い装置（移動側衛生設備機器）
２０３…第二水栓具（水栓具）
２０４…第二ボウル部（ボウル部）
２０８…排水貯留部
２１３…外部排水路（第二排水管）
２１３ａ…外部排水路２１３の端部（排水側接続口）
２１５…上水供給路（第二給水管）
２１５ａ…上水給水路２１５の端部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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